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第
１
章

第１章 法令遵守の重要性

⑵変化する設備管理業務への要求事項
設備管理業務の主たる内容としては設備機器の運転操作や監視、運転データの記録、機器運転状態の点

検、法定点検、故障修繕、整備、報告書類等の作成及び提出のほか、外部委託業者の管理や顧客対応です。

また害虫防除などの環境衛生管理に分類される業務も設備管理業務の範ちゅうとなることもあります。

最近では、上記の設備管理業務に対する要求も変化してきており、管理する建築物のリニューアル（内

装・外装工事など）や修繕工事（管工事、電気工事など）の依頼も増え、建築・設備工事業の登録を行い、

積極的に工事を受託する企業も増加しています。

建物に常駐管理している設備管理責任者の皆さん自身が工事を行うことや工事監理をする場合もあると

思います。

詳細は第３章にまとめますが、安全管理など労働安全衛生法等の遵守すべき法令があり、建物内の修繕

や建築・設備工事等の受託に関しては、工法や工事監理者の専任など建築基準法等の法令に則った対応が

必要となります。

（特に都内の官公庁の建物で工事に携わる場合は注意を要します。都所管の建物・設備などの工事の場合、

都標準の工事仕様書に準拠する必要があります。それは建築・土木・電気設備・機械設備等の各工事につ

いて用意され、３年毎に改訂されています。業務の中でそのような工事に携わる機会のある方は目を通し

ていただきたいと思います。）

設備に関する事故、特に死亡事故等が発生するたびに関連する法規も日々改正されていきます。そうし

た法改正で顕著なものは消防法でしょう。これまでも雑居ビルの飲食店での火災事故や大きなホテルでの

火災による死亡事故などがあり、その都度規制が強化され、罰則規程も増えてきました。こうした法改正

に伴い、防災設備の点検や定期点検報告業務をはじめ、防火管理者業務の受託なども増加してきているよ

うです。

このように我々ビルメンテナンス会社に依頼される仕事は大きく変化しており、その業務範囲も広がっ

てきています。それとともに業務量も増加しています。気をつけるべきことは業務量に比例して設備管理

技術者の抱えるリスクが増加することです。負うべき責任が大きくなっていることを受け止め、関係する

法令を確実に読み解き、自分たちの業務が法令を遵守しているかを検証するなど、常に係る法令と向き合っ

ていかなくてはなりません。












